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令和８年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収につきましては、平素から格別のご協

力をいただき厚くお礼申し上げます。

　別紙通知書のとおり、地方税法第321条の４第１項および、松江市税賦課徴収

条例第45条の規定により貴事業所を特別徴収義務者に指定いたしましたので、

取扱要領にご留意のうえご協力をよろしくお願いいたします。

〔お願い〕

当市では、年度の途中で特別徴収税額に変更があった場合でも新たな納入書

は送付しておりません。変更された月の納入書に記載してある金額を訂正し

てご使用ください。（訂正印不要）※６ページ参照

出国者に対する特別徴収等について………………………………………… ３
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令和８年度特別徴収納期限一覧

月別
(納付月)　

納 期 限
月別

(納付月)
納 期 限 

６月分 令和８年７月10日 12月分 令和９年１月12日

７月分 令和８年８月10日 １月分 令和９年２月10日

８月分 令和８年９月10日 ２月分 令和９年３月10日

９月分 令和８年10月13日 ３月分 令和９年４月12日

10月分 令和８年11月10日 ４月分 令和９年５月10日

11月分 令和８年12月10日 ５月分 令和９年６月10日

令和８年度普通徴収納期限一覧　(切替届出（追加依頼）書の参考にしてください)

期別 第１期 第２期 第３期 第４期

納期限
令和８年

６月30日

令和８年

８月31日

令和８年

11月２日

令和９年

２月１日



特別徴収事務の取扱要領

１．市民税・県民税・森林環境税の特別徴収とは

　納税義務者が納めなければならない市民税・県民税・森林環境税を原則とし

て12分の1ずつに分けて、６月から翌年の５月まで毎月給与の支払われる時に

差し引いて、その月分として事業所ごとに一括納入していただく制度をいいます。

２．特別徴収義務者とは

　給与の支払いをする際、所得税を源泉徴収して納入する義務のある事業所が

特別徴収義務者になります。特別徴収義務者は市町村長から送付された税額通

知書により、毎月定められた税額（月割額）を給与から差し引いて翌月の10

日までに納入する義務があります。

３．納税義務者用通知書について

⑴　同封の「令和８年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別

徴収税額通知書」は、特別徴収義務者用（事業所用）と納税義務者用（従業員用）

がありますので、特別徴収義務者用は事業所にて保管し、納税義務者用は個

人別に切り離してそれぞれの納税義務者にお渡しください。

　　特別徴収税額通知書（納税義務者用）には「個人の所得等納税義務者のプ

ライバシーにかかわる事項」が記載されています。この通知書は５月31日

までに必ず直接本人にお渡ししていただき、通知内容が給与事務担当者を含

めた第三者の目に触れることのないよう慎重な取扱をお願いします。

⑵　納税義務者が退職、その他の事由によって、渡すことができない場合には

異動届出書とともにすみやかに封をしたまま市民税課へご返却ください。

４．月割額の徴収方法について

　同封の「令和８年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収

税額通知書（特別徴収義務者用）」に記載してある各納税義務者の月割額を、第

１回目は６月に支給をする給与から徴収し、第２回目以降の月割額は７月か

ら翌年（令和９年）５月まで給与を支払う際に順次徴収してください。
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５．月割額の徴収方法と納期限について

　各納税義務者から徴収した月割額の合計、退職者にかかる一括徴収税額及び

退職所得にかかる特別徴収税額をあわせ、翌月10日（土曜日、日曜日及び国

民の祝日に当たる場合はその翌日）までに、松江市の指定金融機関、指定代理

金融機関又は収納代理金融機関へ納入してください。

給与所得等に係る特別徴収

１．特別徴収される人

　令和８年１月１日現在松江市に住所を有し、令和７年中に給与の支払を受け

た人で令和８年４月１日の現況で給与の支払を受けている人

２．課税されない人

⑴　令和８年１月１日現在において生活保護の規定による生活扶助を受けてい

る人（所得割・均等割）

⑵　令和８年１月１日現在において障害者、未成年者（平成20年１月３日以

降生まれ）、ひとり親、寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の

人（所得割・均等割）

⑶　令和７年中の合計所得金額が条例で定めている金額以下である人（詳しく

は市民税課までおたずねください。）



６．月割額を納期限までに納入しなかったとき

⑴　督促

　納期限の翌日から20日以内に督促状を発送します。

⑵　延滞金の計算

　納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、不足税額に次

の割合をそれぞれ乗じて計算した額を延滞金として徴収します。

納期限の翌日から
１月を経過する日
まで

（１）各年の延滞金特例基準割合（※）が年7.3％
に満たない場合　当該延滞金特例基準割合に
１％を加算した割合（当該加算した割合が年
7.3％を超える場合は年7.3％）

（２）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％以上の
場合　年7.3％

納期限の翌日から
１月を経過した日
から

（１）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％に満
たない場合　当該延滞金特例基準割合に年
7.3％を加算した割合

（２）各年の延滞金特例基準割合が年7.3％以上の
場合　年14.6％

　ただし、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てて計算し、税額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てま

す。延滞金に100円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨て、延滞

金金額が1,000円未満であるときは、全額を切り捨てます。この場合にお

ける年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当た

りの割合です。

（※）延滞金特例基準割合　租税特別措置法第93条第２項に規定する平

均貸付割合に年１％を加算した割合

（注）督促状発送後10日経過してもなお納入がない場合は、滞納処分（地

方税法第331条）を受けることがあります。

７．退職・転勤などの異動があったとき

　納税者が退職・転勤・休職・死亡などにより給与の支給を受けなくなった時

は、速やかにこのしおりに添付の「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」

（以下「異動届出書」という）に該当事項を記入のうえ提出してください。

　なお、転勤の時は転勤先で未徴収税額を引き続き特別徴収していただくこと

になりますので、事実発生と同時に転勤先に税額を伝えた上で、所在地・名称

（氏名）・電話番号などを記載して提出してください。（記載例15～17ページ）

（注）一括徴収について

　令和８年６月から12月までの退職は本人の申し出があった場合に一括徴収

してください。令和９年１月から４月末日までの退職は、本人の申し出によ

ることなく一括徴収してください。（残税額が最後の給与等の支払額以上の場

合、特別徴収継続の申し出があった場合及び死亡による退職を除く）

（注）出国者につきましては、次のページをご確認ください。

８．従業員を新たに特別徴収にするとき（就職等）

　普通徴収で納付をしていた従業員を就職などにより特別徴収に切り替える時

は、  「市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替届出（追加依頼）書 替切「下以（」

届出書」という）を提出してください。（記載例18ページ）

※普通徴収から特別徴収へ切り替える場合は納期限が過ぎていない期分に限り

ます。（普通徴収の納期限を過ぎている期分については特別徴収への切り替

えができません。）したがって納期限が過ぎた期分は、納税義務者本人が納

税することとなります。

９．特別徴収税額が変わったとき

　所得金額の修正や、扶養人員・保険料控除額等の修正などにより、特別徴収

税額が変更された時は、「給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収

税額変更通知書」をお送りしますので、変更された月割額によって徴収してくだ

さい。また、納入書は６ページ記載の要領で訂正してお使いください。

10．納期の特例を受けたいとき

　給与の支払を受ける人が常時10人未満（市外居住者を含む）の特別徴収義

務者は、市長の承認を受けて年２回（６月分から11月分までを12月10日まで

に、12月分から翌年５月分までを６月10日までに）まとめて納入することが

できます。この納入方法を希望される時は、22ページの申請書をお送りくだ

さい。記入方法は申請書の裏面に記載してあります。

11．納入額を間違えて納入したとき

⑴　納入額（月割額）を多く納入したときは、税務管理課（0852-55-5141）

までご連絡ください。

⑵　納入額（月割額）を少なく納入したときは、予備の納入書（９～12ペー

ジ）を使って未納額を納入してください。
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出国者に対する特別徴収等について

　近年における社会の国際化にともない、外国人労働者の市民税・県民税・森林

環境税についても特別徴収をしていただいています。また、外国人労働者に限ら

ず、年度中途で出国される納税義務者が増えています。

　市民税・県民税・森林環境税は前年の所得に対する賦課課税となっており、年

度中途で出国されますと納税義務及び相応の支払能力があるにもかかわらず、現

実には徴収が困難となってしまいます。

　つきましては、出国者（松江市に家族が残っている等、郵便物の受理及び納税

が可能である者を除く）にあっては下記のとおりご対応いただきますようご協力

をお願いします。

⑴　税額決定通知書送付後、令和９年１月１日までに出国する場合

当該年度の残税額につきましては、可能な限り「一括徴収」してくださ

い。一括徴収できない場合は、特別徴収義務者に納税管理人(※)となって

いただき、出国前に税額相当分の金額を納税義務者から預かり、後日納付

していただくことをお願いします。

⑵　令和９年１月２日から令和９年６月中旬までに出国する場合

　当該年度の残税額につきましては原則「一括徴収」してください。また、

翌年度の市民税・県民税・森林環境税につきましては特別徴収義務者に

納税管理人(※)となっていただき、出国前に税額相当分の金額を納税義務

者から預かり、後日納付していただくことをお願いします きつに額税（ 。

ましては市民税課にお問い合わせください）

　市民税・県民税・森林環境税は地方公共団体が提供するサービスに対して必要

な経費を、地域住民がその能力に応じて広く分担するという趣旨で設けられてい

ます。事業主様のご理解とご協力をお願いします。

　なお、諸事情により特別徴収義務者が納税管理人となることができない場合

は、納税義務者に対し出国する前に市民税課へ連絡するようにご指導お願いしま

す。

※納税管理人を指定する場合は「納税管理人申告書・承認申請書（28ページ）」

をご提出ください。
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　個人の市民税・県民税は、所得税と異なり前年中の所得に してその 年に課

税を行う前年所得課税の 度を 用しておりますが、退職所得に しては所得税

同様に退職手当等が支払われたときに税金を徴収する現年分離課税とされています。

⑴

　納税義務者

　課税されない人

⑴

数

。

人 等（法人税 の 、国 、地方

　

　

　 （収入金額 （ 退職所得 額）） 退職所得金額

退職所得金額 市民税 県民税
税額

市民税 県民税

（注）

）。

）。

　退職所得金額

合計　　　　

　退職所得金額 （ （ ））

　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　

３．税額の納入方法

　 めた税額を退職手当等から徴収し、納入書の「市民税・県民税納入 告書」

に所定事項を記入のうえ、納入金額の「退職所得分」欄に徴収金額を記入し、

翌月10日までに納めてください。
地方税法等の改正により内容が

変更になる場合があります。

退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収事務取扱要領

退職所得に対する市民税・県民税とは



　当市の特別徴収納入書は、ＯＣＲ（光学文字読取装置）により処理するため、

次の点にご注意いただき納入してください。

　　税額をすでに印字してありますので、税額の記入の必要はありません。

すでに印字してある税額では納入することができませんので、お手数ですが

３．の要領で税額を訂正のうえ納入してください。

　　OCRで読み取りをしますので、次のことに注意して記入してください。

　・納入金額 の欄の金額を横線で抹消し（訂正印不要）、給与分（一括徴収分

を含む）の欄と、合計額の欄に変更後の金額を記入してください。

　・金額の頭に￥記号は記入しないでください。

　・数字は所定の枠からはみ出さないよう注意してください。

　・必ず黒のボールペンを使用してください。

　　退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収義務者が個人事業主の場合は事前

に市民税課までご連絡ください。

　・納入済通知書はOCRで読み取りますので、折ったり、曲げたり、汚したりし

ないでください。

　・納入書は、年度途中に税額の変更があった場合でも、税額を訂正のうえその

まま使用していただきますので、改めてお送りすることはありません。

　納入書を紛失した時や納入金の追加等があれば使用してください。（記載例８

ページ）

※納入金額を多く納入したときは､税務管理課 (0852-55-5141)までご連絡ください。

　eLTAX（エルタックス）とは、地方税における手続きをインターネットを利

用して電子的に行うシステムです。

　当市では、eLTAXを使った異動届書等の各種届出や給与支払報告書の提出が

可能です。

出典：eLTAX地方税ポータルシステムHP

　また、市民税・県民税・森林環境税（特別徴収分・退職所得分）、法人市民税

等の電子納付も可能です。事前に登録した口座やクレジットカードから納付でき

（支払い方法により決済手数料がかかります。）、全国の複数の自治体に一括して

納付できます。利用には、事前にeLTAX地方税ポータルシステムホームページ

から利用届の提出と専用ソフトウェアのダウンロードが必要です。

　詳しくは

その他のお問い合わせは「よくあるご質問」の項目をご確認ください。

eLTAX地方税ポータルシステムのホームページから「共通納税」

の項目をご確認ください。

市民税・県民税

・申告
・納税

インター
ネット

・申告
・申請・届出

・申告

A税理士

B社

Cさん

電子申告

共通納税

電子申請
届出

地 

方 

税 

の 

総 

合 

窓 

口

eLTAX(地方税ポータルシステム） A県

B市

C市



(　　　　　　　　)

×

×× ×× ××

×

× × × × × × × × ×

×××× ××××××× ×××××××××××××

記　　載　　例

※金額の頭に￥記
　号は記入しない
　でください。

－6－

個人市民税
個人県民税
森林環境税

局

3 3 3 9 6 松江市会計管理者



－7－

個人市民税
個人県民税
森林環境税

局

3 3 3 9 6 松江市会計管理者

◎退職所得に係る市民税・県民税を納入する場合の訂正方法



｝

「納入書」及び「納入済通知書」も同様に記載してください。

法人

番号

又は

個人

番号

記載

－8－

個  人  市  民  税
個  人  県  民  税
森  林  環  境  税

01330 960396 松江市会計管理者

（退職所得に係る市民税・県民税納入時に使用）



－9－

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

01330 960396 松江市会計管理者 01330 960396 松江市会計管理者 01330 960396 松江市会計管理者

局

※日計

※印は郵便官署で
　　使用する欄です

口

円



法人

番号

又は

個人

番号

退職手当の特別徴収義務者が個人事業主の

場合は事前に市民税課までご連絡ください。

（あて先）松江市長

－10－



－11－

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

個　人　市　民　税
個　人　県　民　税
森　林　環　境　税

01330 960396 松江市会計管理者 01330 960396 松江市会計管理者 01330 960396 松江市会計管理者

局

※日計

※印は郵便官署で
　　使用する欄です

口

円



法人

番号

又は

個人

番号

退職手当の特別徴収義務者が個人事業主の

場合は事前に市民税課までご連絡ください。

（あて先）松江市長

－12－



異動（退職・休職・転勤など）があった場合は、翌月10日
　　　　　までに異動届出書を必ず提出して くだ さい 。

※各用紙は、コピーしてご使用ください。また、松江市のホームページからも様式をダウンロードすることができます。

－13－

令和8年６月から12月までで異動した場合

令和9年1月から4月までで異動した場合

※異動届出書の提出が遅れますと、特別徴収義務者が未納の扱いとなってしまったり、納税義務者が退職後の未徴収金を普通徴収によって支払うための事
務が遅れたりするなどの支障が生じます。すみやかに提出してください。

※令和9年度給与支払報告書を提出した後、納税義務者（従業員等）が異動により6月以降（令和9年度）の特別徴収をされないこととなった

切替届出書

場合は、「異動届
出書」の標題の「給与支払報告書」を丸で囲んで4月15日までに提出してください。

すみやかに提出してください。

くらし・手続き  ＞  税金  ＞  市民税  ＞  市県民税特別徴収にかかる各種届出書



( )

　

　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

① 給与支払者（特別徴収義務者）の 

「法人番号」を（個人事業主の場合

は「個人番号」を右詰めで）記載し

てください。

② 給与所得者（異動者）の 「個人番

号」を記載してください。

個人事業主の皆様へ

給与支払者が個人の場合には、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）導入による本人確認のため、

次のいずれかの書類（郵送の場合はその写し）を添付してください。

○給与支払者の「個人番号カード（両面）」

○給与支払者の「通知カード」＋「免許証等の顔写真付身分証明書（官公署発行のもの）」

－14－

個人番号（マイナンバー）
又は法人番号

個人番号
（マイナンバー）



( )

　

　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

690 － 8540

8 12 3

松江市末次町86番地
70177865
00040
総務

市税　二郎
（0852）55ー5151

5151

松江　太郎（松江商店）
1 2 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1

マツ エ　　　タ ロウ

中海　美保

1234
松江市末次町○○番地

同上

ナカウミ　　 ミ　ホ

マツ  エ ショウテン

普通徴収の記載例

S34　　　5　　  6

24，800
12,800

6

1 8

11
12 R8

11
1 3

30

5

12 000

210987654321

年税額24,800円（6月分2,800円、
7月分以降2,000円）の人が、令和
8年11月30日に退職し、12月分か
ら本人が直接納入する場合。

※退職される方へ「退職のしおり（26ページ）」を配付してください。

－15－

個人番号（マイナンバー）
又は法人番号

個人番号
（マイナンバー）



123456789012

( )

　

　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

690 － 8540
松江市末次町86番地

70177860
00160
総務

市税　一郎
（0852）55ー5151

5151

松江市役所（株）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

マツ エ　シ ヤク ショ

松江　太郎

5678
松江市末次町○○番地

同上

マツ　エ　　　タ  ロウ

カブシキガイシャ

S45　　  6　　　7

12，700

10 1 8，000

4，700

6
9

10 R8
9

1 2

30

10

5

8，000

年税額12,700円（6月分1,700円、
7月分以降1,000円）の人が、令和
8年9月30日に退職し、未徴収税
額を10月分給与から一括徴収す
る場合。

一括徴収の記載例 ※退職される方へ「退職のしおり（26ページ）」を配付してください。

8 10 3

1 8

－16－

個人番号（マイナンバー）
又は法人番号

個人番号
（マイナンバー）



( )

　

　　　　　　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

690 － 8540
松江市末次町86番地

70177866
00270
総務

市税　三郎
（0852）55ー5151

5151

総務
市税　四郎

（0852）55ー5555
5555

（株）　松江市役所　末次支店
マツ  エ   シ ヤク ショ　  スエ ツグ シ テン

松江　花子

9012
松江市末次町○○番地

同上

マツ エ　　  ハナ コ

カブシキガイシャ

H2　　  3　　   4

8 12 3

24，800

70177867 ３４５６７８９０１２３４５

12，800

6
11

12 R8
11

12

1

2，000

9012

2 1

30

5

12，000

121234567890

年税額24,800円（6月分2,800円、
7月分以降2,000円）の人が、令和
8年11月30日に転職し、12月分か
ら新しい勤務先で特別徴収をする
場合。

特別徴収継続の記載例

690 － 0823

（株）　松江市役所 川津支店
カブシキガイシャ マツ  エ　シ  ヤクショ　カワ  ツ   シ  テン

－17－

個人番号（マイナンバー）
又は法人番号

個人番号
（マイナンバー）



－20－－  －

令和8 10 6

690-8540
松江市末次町86番地

（株）宍道湖テラス夕日

（カブ）シンジコテラスユウヒ

0 1  7  7  8  6  7

1  2  3  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9

総務

市税 太郎
（0852）55-5151

令和８

勾玉　温子
10

○○町○○番地

昭和56

マガタマ　アツ コ

記載例

－18－

市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替届出（追加依頼）書
※コピーしてお使いください。

特別徴収義務者

指　定　番　号

住　所

（所在地）

（提出先）

松 江 市 長  宛

年　  月 　 日

提出

〒

フリガナ

名前又は

名称

フリガナ

名　前

生年月日

課税年度の
1月1日現在の

住　所

現住所

松江市

□ 同上

受給者番号
　　　　※1

【注意事項】

※1　eLTAXを経由した特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子データ受取を希望されている事業所は、

　　 受給者番号が必須となります。受給者番号に設定できない文字等の詳細は、eLTAX地方税ポータル

　　 システムサイトをご確認ください。

※2　10日が休日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

※3　今年度4月1日時点で65歳以上の方で、公的年金等の所得に係る税額を切替えることはできません。

年　　　　月　　　　日

法人番号

所　属

7

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

名　前

電話番号

普通徴収 第（１・２・３・４・随時　　）期分以降を

月分（翌月１０日納期限※2）

から特別徴収に切替えます。

※納期限を過ぎたものは特別徴収へ切替できません。
　本人が納めるようお伝えください。

※毎月20日までに届いた切替届出書は翌日10日までに税額の通知を
　お送りします。給与事務等に間に合わない場合は電話連絡希望日
　を記入してください。

電話連絡希望日

電子データ（納）

納付書添付 有　・　無

月分

月分以降

連絡日　／

円

円

担当：

（ 有・無 ）

年　　月　　日

普通徴収の納入書をお持ちの場合、未使用の納入書（または納税通知
書表紙）の写しを同封した。※左枠に✓してください。✓ ✓

内線（　　　　）

新規の場合、納入書  ・ 要 （ 不要 ）

口座情報 納税義務者（ 有・無 ）

年金特徴
年金収入の確認（ 有・無 ）

4/1時点で65歳 （ 有・無 ）

確申2表
給与所得のみ
自分で納付
記載なし

7 8

10 25



( )

※コピーしてお使いください。

－19－

個人番号（マイナンバー）
又は法人番号

個人番号
（マイナンバー）



− 20 −

フリガナ

フリガナ

フリガナ

※コピーしてお使いください。



－20－

市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替届出（追加依頼）書
※コピーしてお使いください。

特別徴収義務者

指　定　番　号

住　所

（所在地）

（提出先）

松 江 市 長  宛

年　  月 　 日

提出

〒

フリガナ

名前又は

名称

フリガナ

名　前

生年月日

課税年度の
1月1日現在の

住　所

現住所

松江市

□ 同上

受給者番号
　　　　※1

【注意事項】

※1　eLTAXを経由した特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子データ受取を希望されている事業所は、

　　 受給者番号が必須となります。受給者番号に設定できない文字等の詳細は、eLTAX地方税ポータル

　　 システムサイトをご確認ください。

※2　10日が休日・祝日の場合は翌営業日が納期限となります。

※3　今年度4月1日時点で65歳以上の方で、公的年金等の所得に係る税額を切替えることはできません。

年　　　　月　　　　日

法人番号

所　属

7

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

名　前

電話番号

普通徴収 第（１・２・３・４・随時　　）期分以降を

月分（翌月１０日納期限※2）

から特別徴収に切替えます。

※納期限を過ぎたものは特別徴収へ切替できません。
　本人が納めるようお伝えください。

※毎月20日までに届いた切替届出書は翌日10日までに税額の通知を
　お送りします。給与事務等に間に合わない場合は電話連絡希望日
　を記入してください。

電話連絡希望日

電子データ（納）

納付書添付 有　・　無

月分

月分以降

連絡日　／

円

円

担当：

（ 有・無 ）

年　　月　　日

普通徴収の納入書をお持ちの場合、未使用の納入書（または納税通知
書表紙）の写しを同封した。※左枠に✓してください。

内線（　　　　）

新規の場合、納入書  ・ 要 （ 不要 ）

口座情報 納税義務者（ 有・無 ）

年金特徴
年金収入の確認（ 有・無 ）

4/1時点で65歳 （ 有・無 ）

確申2表
給与所得のみ
自分で納付
記載なし





※コピーしてお使いください。

※

所在地変更

送付先の変更

－21－

（法人の場合）

詳しくは市民税課までお問い



※コピーしてお使いください。

担 当 者
連 絡 先

所　属

氏　名

電　話



※コピーしてお使いください。

－22－

担 当 者
連 絡 先

所　属

氏　名

電　話

市民税・県民税・森林環境税特別徴収の納期の特例に関する申請書



特別徴収税額の納期の特例について申請される場合の注意事項

１．特別徴収の納期の特例について

ａ．この特例の適用を受けることができる特別徴収義務者は、その特

別徴収義務者から給与の支払を受ける者の人数が常時１０人未満で

ある特別徴収義務者に限ります。

ｂ．ａに該当する特別徴収義務者が、この特例の規定の適用を受けよ

うとする場合には、本市に申請書を提出し、その承認を受けなけれ

ばなりません。（申請が承認された場合には本市より承認された旨

通知します。）

ｃ．この特例の承認を受けた場合には、次に掲げる期間中の支払に係

る給与所得、及び退職所得について特別徴収した税額はそれぞれ次

に掲げる期限までに納付することになります。

　　６月から１１月までの徴収分……１２月１０日まで

　　１２月から５月までの徴収分……  ６月１０日まで

　　（土曜日、日曜日及び国民の祝日に当たる場合はその翌日）

※年度途中の申請・承認にあっては申請が承認された月分からの適

用となります。（７月28日に申請し、８月10日に承認された場合

は、８月分から適用となります。６月、７月分については、通常

の納期限のままです。

ｄ．納期の特例について承認を受けていた特別徴収義務者は、給与の

支払を受ける者が常時10人以上になった場合には、遅滞なくその

旨を記載した届出書を本市に提出しなければなりません。（届出書

が必要な場合は市民税課までお問い合わせください。）

※　注　意

・市民税等の滞納や著しい納付遅延がある場合は、この特例の承認が

受けられない場合があります。また、この承認を受けても滞納や、

著しい納付遅延がある場合はこの特例の承認を取り消される場合が

あります。

・前年以前にこの納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者は、納期

の特例の適用を受ける要件を満たしており、かつ、取消の申出がな

い限り継続して納期の特例の適用を受けられますので、毎年この申

請書を提出する必要はありません。

・この規定はあくまでも特別徴収義務者の納入に対する特例ですので、

納税義務者からは各月ごとの給与（退職手当等がある場合はその手

当）から徴収しなければなりません。

２．申請書の記載について

ａ．申請者欄には住所・名称・法人番号・指定番号・電話番号を漏れ

なく記入してください。

ｂ．１の表には申請の日より直近６か月間の各月末の雇用者の人数を

常時雇用者・臨時雇用者ともに記入してください。

ｃ．２の欄には該当する事実がある場合のみ記入してください。

－23－



税

（
公
印
省
略
）

松
 江
 市
 長

貯
業

一
第

１
１

８
６

号

０
１

３
３

０
−

５
−

９
６

０
３

９
６

番

松
江

市
会

計
管

理
者

株
式

会
社

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

広
島

貯
金

事
務

セ
ン

タ
ー

・
 承

　
認

　
番

　
号

・
 口

　
座

　
番

　
号

・
 加

入
者

の
名

称

・
 取

り
ま

と
め

局





令
和
８
年
度

令
和
８
年

令
和
８
年

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
を
自
分
で
納
付

令
和
９
年

11
２

２
月
１
日

又
は

令
和
８
年
度
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税

令
和
9年
度
市
民
税・
県
民
税・
森
林
環
境
税

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
は
、退
職
し
た
後
に
収
入
が
な
く
て
も
前
年
の
所
得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
給
与
引
去
り
を
希
望
さ
れ
る
場
合

T
E
L
 0

8
5
2
-
5
5
-
5
1
5
1

T
E
L
 0

8
5
2
-
5
5
-
5
6
2
1

8

１
月
か
ら
４
月
末
日
ま
で
の
間
に
退
職
さ
れ
る
方
は
原
則
こ
の
方
法
で
す
。

１
期
：
６
月
3
0日

、
２
期
：
８
月
31
日
、
３
期
：
11
月
２

日
、
４
期
：
２
月
１
日
）
で
す
。

市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税

は
１
月
か
ら
１
２
月
ま
で
の
収
入
に
対
し
計
算
さ
れ
、翌

年
６
月
に
税
額
が
決
定
し
ま
す
。

　
決
定
さ
れ
た
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
給
与
引
去
り
は
６
月
か
ら
始
ま
っ
て
翌
年
の
５
月
ま
で
の
１
２
か
月
で
行
い
ま
す
。

市
民
税
・

県
民
税
・

森
林
環
境
税



よ
く

あ
る

質
問

　
先

日
、

退
職

し
ま

し
た

。
市

民
税

・
県

民
税

・
森

林
環

境
税

は
在

職
中

に
給

与
か

ら
引

か
れ

て
い

た
は

ず
な

の
に

、
自

宅
に

納
付

書
が

送
ら

れ
て

き
ま

し
た

。
ど

う
し

て
で

す
か

？

　
市

民
税

・
県

民
税

・
森

林
環

境
税

は
前

の
年

（
令

和
７

年
）

の
収

入
を

元
に

計
算

し
、

令
和

８
年

６
月

か
ら

令
和

９
年

５
月

ま
で

の
１

年
間

で
毎

月
給

与
か

ら
引

去
り

さ
れ

ま
す

。

質
問

・
１

　
し

か
し

、
あ

な
た

が
会

社
を

退
職

さ
れ

た
こ

と
で

、
令

和
９

年
５

月
ま

で
に

給
与

か
ら

引
去

り
さ

れ
る

予
定

で
あ

っ
た

税
金

が
残

っ
て

し
ま

い
ま

し
た

。
そ

れ
を

納
付

し
て

い
た

だ

く
た

め
に

納
付

書
を

お
送

り
し

ま
し

た
の

で
、

期
日

ま
で

に
お

近
く

の
金

融
機

関
等

で
納

め

て
く

だ
さ

い
。

　
去
年（

令
和
７
年
中
）仕

事
を
辞
め
た
の
に
市

民
税
・
県

民
税
・
森

林
環

境
税

の
納

付
書

が
届

き
ま

し
た
。
再
就
職
を
し
て
お
ら
ず
収
入
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
所

得
税

が
そ

の
年

の
収

入
に

対
し

て
課

税
さ

れ
る

の
に

対
し

、
市

民
税
・
県

民
税
・
森

林
環

境
税

は
前

年
の

１
月

か
ら

１
２

月
の

収
入

に
対

し
て

課
税

さ
れ

ま
す

。

　
退

職
さ

れ
た

年
の

１
月

か
ら

退
職

時
ま

で
に

支
払

い
を

受
け

た
給

与
に

対
し

、
１

年
遅

れ
て
翌
年
に
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
が
か
か
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
現
在
収
入
が

な

か
っ

た
と

し
て

も
納

め
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

。

　
期

日
ま

で
に

お
近

く
の

金
融

機
関

で
納

め
て

く
だ

さ
い

。

　
令

和
８

年
９

月
に

退
職

し
て

、
1
0
月

に
市

外
に

引
っ

越
し

ま
し

た
。

そ
の

後
、

松
江

市
か

ら
市

民
税
・

県
民
税
・
森
林
環
境
税
の
納
付
書
が
届
き
ま
し
た
が
、
納
め
な
い
と
い
け
な
い
の
で

し
ょ

う
か

？

　
松

江
市

へ
納

め
て

い
た

だ
く

こ
と

に
な

り
ま

す
。

　
令

和
８

年
度

の
市

民
税
・

県
民

税
・

森
林

環
境

税
は

令
和

８
年

１
月

１
日

現
在

の
住

所
地

で
、

前
年
（

１
月
～

1
2
月

）
の

所
得

に
基

づ
き

課
税

さ
れ

ま
す

。
そ

の
た

め
年

の
途

中
で

転

出
さ

れ
て

も
、

前
住

所
地

の
市

区
町

村
に

納
め

て
い

た
だ

く
こ

と
と

な
り

ま
す

。

質
問

・
２

質
問

・
３



 

 

様
式
第
5
号
(第

5条
関
係
) 

 

納
税
管
理
人
申
告
書
（
承
認
申
請
書
）
 

 

 
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 
 

(あ
て
先
)
松
江
市
長
 

納
税
義
務
者
 
 
 
 
 
 
 

住
所
又
は
所
在
地
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）
 

氏
名

又
は

名
称

 
 

及
び
代
表
者
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
※
)  

電
話

番
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

個
人
番
号

又
は

法
人

番
号
 

松
江
市
税
賦
課
徴
収
条
例
第
 ２

５
 条

 
第
 
１
 項

の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
納
税
管
理
人
を
 

〔
 

設
定
 ・

 
変
更
 ・

 
取
消
 
〕
し
ま
し
た
の
で
申
告
（
申
請
）
し
ま
す
。
 

記
 

管
理

す
る

税
目
 

□
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
　
□
法
人
市
民
税
　
□
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
 

新 納 税 管 理 人 

住
所

又
は

所
在

地
 
 

（
フ

リ
ガ

ナ
）
 

氏
名

又
は

名
称
 

 

電
話

番
号
 
 

納
税

義
務

者

と
の
関
係
 

 

旧 納 税 管 理 人 
住

所
又

は
所

在
地
 

 

（
フ

リ
ガ

ナ
）
 

氏
名

又
は

名
称
 

 

電
話

番
号
 

 
 

納
税

義
務

者

と
の
関
係
 

 

納
税

管
理

人
を

設
定
 

（
変

更
・

取
消

）
す

る
理

由
 
 
 

 
年
 
 

月
 
 
日
 

 
上
記
の
と
お
り
承
認
し
ま
し
た
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
納
税
管
理
人
 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(※

) 

(
注
)
 
1 

納
税
管
理
人
が
市
外
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
場
合
は
、
「
承
認
申
請
書
」
と
な
り
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 2
 
旧
納
税
管
理
人
欄
は
、
納
税
管
理
人
を
変
更
又
は
取
消
す
る
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

3
 
(
※
)
は
、
法
人
等
で
代
表
者
が
自
署
し
な
い
場
合
は
、
代
表
者
印
を
押
印
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
4
 
納
税
義
務
者
及
び
新
納
税
管
理
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
を
提
示
（
ま
た
は
写
し
を
添
付
）
 

し
て
く
だ
さ
い
。【

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
等
】

 

 
 

 
 5
 
法
人
等
の
場
合
は
、
届
出
人
の
社
員
証
等
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

（
事

務
処
理
欄
）
 

通
知

書
番

号
 

 
 

処
理

年
月

日
 

 
年
  

月
  

日
 
確 認 

 

納
管
人
・
宛
名
コ
ー
ド
 

 
 
審

査
年

月
日
 

 
年
  

月
  

日
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

5
(

5
) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

(
)

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
(

)
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

(
) 

(
)
 
1 

 

 
 
 
 
 
 2
 

 

3
 

(
)

 

 
 

 
4
 

 

 

 
 

 
 5
 

 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
納

税
義

務
者

の
印

に
つ

い
て

は
不

要
で

す

が
、

住
所

・
氏

名
の

記
載

は
、

納
税

義
務

者

の
自
筆
で
お
願
い
し
ま
す
。

　
郵

便
物

の
受

理
及

び
納

税
に

支
障

の
な

い
場

合
（

出
国

後
の

住
所

に
郵

便
物

が
転

送
さ

れ
る

、
口

座
振

替
手

続
き

済
な

ど
）

は
、

納
税

管
理

人
を

設
定

し
な

い
こ

と
も

で
き

ま
す

。
こ

の
場

合
は

、
納

税
義

務
者

に
市

民
税

課
ま

で
問

い
合

わ
せ

す
る

よ
う

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

納
税
管
理
人
申
告
書
（
承
認
申
請
書
）
の
記
載
に
つ
い
て

－29－

□
市
民
税
・
県
民
税
・
森
林
環
境
税
　
□
法
人
市
民
税
　
□
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税



よくある質問

　納税義務者用の通知を従業員の方に渡してください。受け取り方法が

電子データの場合は、原則として社内システムやメールでの配布をお願

いします。ただし、税額変更等の理由書（白い横長の封筒で送付してい

るもの）については、データでの配布ができないため、従業員の方に渡

してください。税額が変更されている場合は、６ページを参考に納入書

の金額を訂正してください。（所得や控除等のみの変更で、税額には変

更がない場合もあります）

　従業員の異動等により、毎月の口座振替の金額に変動があり、正確性

を保つことが困難なことから、口座振替は実施していません。

　６ページを参照してください。

　「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」（19ペー

ジ）の提出が必要です。（13ページ参照）

　異動のあった日の翌月10日までにご提出ください。

「市民税・県民税・森林環境税特別徴収切替届出（追加依頼）書」（20

ページ）の提出が必要です。（18ページ参照）

　毎月20日までに届いた切替届出書は翌月10日までに税額の通知書をお送

りします。給与事務等に間に合わない場合は電話連絡希望日を記入ください。

　事業所の引き去り事務が間に合えば、９月分から可能です。

　「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」（21ページ）の提出が

必要です。

　このしおりに添付の予備の納入書（９～12ページ）をお使いくださ

い。なお、足りなくなった場合は、市民税課までお問い合わせください。

　従業員の方の令和８年１月１日現在の住所がある自治体が納税地とな

ります。令和８年１月１日に松江市に住所がある方が、年の途中で転出

された場合、令和９年５月分までは松江市に納入していただきます。

次頁につづく
－30－



か は

額のみ訂正し、「異動届出書」の提出を

。（13ページ参照）

〜

11．松江市以外からも、同じ従業員の特別徴収の税額通知が届いたが

どうすればいいですか？

12．納入したのに督促状が届いたときは、どうすればいいですか？






